
2023年6月15日

人事総務部人事室

子の看護・家族の介護のための特別休暇は

「半日単位、又は時間単位」で

取得することができます！

＜本件に関するお問い合わせ＞ 人事総務部人事室 西川（080-3126-6870 短縮：96038）

＜休暇制度概要＞

取得時は、申請書にて事前申請が必要となります。

事前申請が基本となりますが、

当日、電話などで申し出た場合は、

出勤後すみやかに申請書のご提出をお願いいたします。

育児・介護に関わる制度はたくさんあります。

上手に活用してください。

また職場でもぜひ情報共有ください。

困ったことがありましたら

人事総務部までお問い合わせください。


